店舗賃貸借契約書

賃貸人●●（以下「甲」という。）及び賃借人○○（以下「乙」という。）は、下記の
不動産（以下「本件建物」という。）について、以下のとおり賃貸借契約（以下
「本契約」という。）を締結する。

　　　　　　　本件建物の表示
　　　　　所在：○○県○市○町○丁目〇番
家屋番号：○番
種類・構造：店舗　鉄筋コンクリート〇階建
床面積：○階部分 ○○平方メートル　　　

第1条
本契約の契約期間は、令和〇年〇月〇日から令和●年●月●日までの2年間とする。
ただし、期間満了の○か月前までに、甲乙いずれからも何らの申出のない場合は、本契約と同一条件で更に2年間継続するものとし、以後も同様とする。
2　前項の申出は書面による通知にて行うものとする。

第2条
乙は、本件建物を、○○販売用店舗としてのみ使用することとし、それ以外の用途に使用してはならないものとする。

第3条
本件建物の賃料は月金〇○円とする。
2　乙は、前項の金額を毎月末日限り、翌月分を甲の指定する銀行口座に振込む形で支払う。振込手数料は乙が負担する。
3　甲及び乙は、協議の上、本条1項記載の賃料を改定することができる。

第4条
本件建物使用の際必要な電気、ガス、水道、電話、インターネット接続等の費用は全て乙が負担する。
2　通常の使用によって消耗した本件建物の内装修理費用については、乙がこれを負担する。

第5条
乙は、本契約の成立と同時に、本契約に基づく一切の債務の担保として、保証金〇万
円を甲に交付する。交付は第3条記載の賃料の最初の振込み時にあわせて行う。
2　甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、当該保証金をその債務の
弁済に充てることができる。この場合において、乙は、本件建物を原状に復して明渡
すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。
3　甲は、本件建物の明渡しがあったときは、遅滞なく、当該保証金の全額を乙に返
還する。ただし、本件建物の明渡し時に、本契約から生じる乙の債務の不履行が存在
する場合には、甲は、当該債務の額を当該保証金から差し引いた額を返還するものと
する。
4　乙は、当該保証金返還請求権を、第三者に譲渡、または担保に供してはならない。

第6条
乙は、本件建物の賃借権その他の権利の第三者への譲渡をしてはならない。
2　乙は、甲の書面による承諾がない限り、本件建物の増改築または改修及び転貸をしてはならない。

第7条
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、反社会的勢力の排除に関する以下の各号の事項を確約する。
⑴自らまたは自らの従業員または執行役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。
⑵反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

第8条
甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合には、何らの通知催告を要することなく、
本契約を解除することができる。
⑴賃料の未払いが〇ヶ月以上続いたとき
⑵近隣の迷惑となる行為があり、改善の申し入れに従わないとき
⑶第6条記載の禁止行為をしたとき
⑷その他、本契約の条項に違反し、甲の催告にもかかわらず相当期間内に是正しないとき

第9条
事由の如何を問わず、乙は本契約の終了と同時に本件建物を原状に復して甲に明渡す
ものとする。
2　乙が前項の義務を履行しないときは、甲は、乙の費用負担で、本件建物を原状に復すことができる。
3　乙が第1項の義務を履行しない場合、乙は本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、第3条に定めた賃料に加え、遅延損害金として月〇万円を甲に支払わなければならない。

[bookmark: _Hlk129957014]第10条
甲及び乙は、本契約に定めのない事項については、別途協議して解決を図るものとす
る。

第11条
本契約に関して生じた紛争については、本件建物の所在地を管轄する○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とする。

以上、本契約締結の証として、本契約書2通または本書の電磁的記録を作成し、甲乙記名押印もしくは署名または電子署名の上、各自保管する。




令和〇年×月×日


甲　　氏名
　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

乙　　氏名
　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印




店舗賃貸借契約　必須条項チェックリスト
	No.
	チェック項目
	✔

	1
	契約書記載の物件は希望する業種の店舗として法令上使用可能か
	

	2
	契約書記載の物件は希望する業種の店舗として実際に使用可能か
(広さ、電圧、インターネット設備の有無など)
	

	3
	賃料は付近の相場と比較して相当と言えるか
	

	4
	保証金の額は一般的な相場と比較して相当と言えるか
	

	5
	費用負担について明記しているか、費用負担が著しく借主または貸主に大きいものになっていないか
	

	6
	物件の増改築や改修は認められているか
	

	7
	第三者への転貸は認められているか
	

	8
	記載された禁止事項の内容は妥当なものか
	

	9
	貸主から契約解除ができる要件は妥当なものか
	

	10
	貸主、借主双方の解除事前通知期間が明記されているか
	

	11
	明渡し時の条件(原状回復義務、造作買取請求権の有無)はどうなっているか
	

	12
	賃料支払いや明渡しの遅滞による遅延損害金支払い義務の記載はあるか。
またその額は一般的に妥当と言えるか
	

	13
	明渡し後の保証金の返還方法について明記されているか
	



